
令和 8年 5月 14日 

 

  国家公務員共済組合連合会  

枚方公済病院長 木村 剛 

 

受託者公募の公示 

 

標記のことについて、下記により受託者を公募いたしますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．公募件名 

 枚方公済病院 4号館他整備工事家具什器提案及び調達支援業務委託契約プロポーザル公募公示 

 

２．目的 

  国家公務員共済組合連合会枚方公済病院（以下、「当院」という）における 4号館他整備工事におい

て、現在、令和 9 年 9 月末竣工に向けて進めているところであるが、患者サービスの向上、より良い

療養環境の提供、洗練された空間デザイン、色彩・イメージに配慮した機能的かつ質の高い什器設置

を提案、実現できる病院家具・什器全般について専門的な知識とノウハウを有する製造業者（メーカ

ー）の選定を目的とする。 

 

３．受託者選定の方法 

  公募型プロポーザル方式により行う。 

 

４．事業概要 

(1) 事業名 

枚方公済病院 4号館他整備工事家具什器提案及び調達支援業務委託契約 

(2) 業務内容 

 家具什器提案及び調達支援業務 

 （別添「枚方公済病院 4号館他整備工事家具什器提案及び調達支援業務委託契約仕様書」のとお

り） 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和 9年 9月 30日 ※前後する可能性あり 

(4) 業務履行場所 

大阪府枚方市藤阪東町 1丁目 2番 1号 

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 

 

５．応募資格等  

本事業に応募することができる各々事業者は、以下の条件を全て満たす場合に応募できるものとす

る。 

(1) 病院家具・什器の製造業者（メーカー）であること。 

(2) 法人等を設立して 3年以上経過していること。 

(3) 過去 3年以内に、営業に係る刑事罰処分を受けていないこと。 



(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）に規定する暴力団及び

その利益となる活動を行う者ではないこと。 

(5) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申し立てがされている者又は、会

社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがされている者でないこと。 

(6) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及び、その開始予

定がされている者でないこと。 

(7) 特定の政治活動又は、宗教活動を目的とした法人、公序良俗に反する等適当でないと認められる

者ではないこと。 

(8) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(9) 事業者の財務状況、損益状況及び資金状況が良好であること。 

(10) 全省庁統一資格（令和 07・08・09年度）一般競争参加資格において「役務の提供等」のＡ又はＢ

等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 

(11) 指名停止処分を受けていないこと。 

(12) 本事業を円滑に遂行できるだけの安定かつ健全な財務能力を有していること。 

(13) 病床数 300床以上の病院に導入した実績を 3件以上有すること。 

(14) 別紙「枚方公済病院 4 号館他整備工事家具什器提案及び調達支援業務委託契約仕様書」の仕様を

満たしていること。 

(15) 家具調達における病院家具・什器全般についてより良い療養環境の提供、洗練された空間デザイ

ン、色彩・イメージに配慮した機能的かつ質の高い什器設置を提案、実現できる専門的な知識と

ノウハウを有していること。 

 

６．資料配布の日時及び場所 

  令和 8年 5月 14日（木)～令和 8年 5月 27日(水) 

  9時～17時（12時から 13時まで及び土日祝を除く） 

  （場所：枚方公済病院 3号館地下施設用度課事務室） 

※来院日時を事前に当院担当者へ連絡の上、基本的には当院担当者からの直接交付とし、詳細は配

布資料による。 

※必ずマスクを持参・着用の上での来院とする。 

※咳、発熱、倦怠感等、風邪のような諸症状がある場合は、代理人による対応とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設用度課） 


